
第１節

生活安定のための施策

１． 利用者本位の生活支援体制の整備

（１）障害保健福祉施策の動向

　障害保健福祉施策については、障害のある
人の地域における自立した生活を支援する「地
域生活支援」を主題に、身体障害、知的障害
及び精神障害それぞれについて、住民に最も
身近な市町村を中心にサービスを提供する体
制の構築に向けて必要な改正を行ってきた。
　まず、平成15年４月１日から施行された「支
援費制度」によって、サービスの在り方をそ
れまでの「措置」から「契約」に大きく変え、
自己決定、利用者本位の考え方を明確にした。
　続いて、平成18年４月１日から施行された
「障害者自立支援法」によって、身体障害者
及び知的障害者に加え、「支援費制度」の対象
となっていなかった精神障害者も含めた一元
的な制度を確立するとともに、地域生活への
移行や就労支援といった課題に対応し、また、
障害のある人が自立した日常生活又は社会生
活を営むことができるよう、必要な障害福祉
サービスや相談支援等が受けられるよう福祉
施設や事業体系の抜本的な見直しを行った。
　その後、障がい者制度改革推進会議の下の
「総合福祉部会」において、制度の谷間のな
い支援の提供、個々のニーズに基づいた地域
生活支援体系の整備等を図るための検討が、
約２年間にわたって行われ、平成23年８月に
は、当該制度改革に係るいわゆる「骨格提言」
が取りまとめられた。
　この骨格提言等を踏まえ、「障害者自立支
援法」を「障害者総合支援法」とする内容を
含む「地域社会における共生の実現に向けて
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律」が成立し、平成25
年４月１日から施行（一部、平成26年４月１
日施行）された。
　また、障害者総合支援法の附則で規定され
た施行後３年（平成28年４月）を目途とする
見直しに向けて、社会保障審議会障害者部会
において、平成27年４月から同年12月にかけ
て計19回の審議を行い、今後の取組について
報告書を取りまとめた（報告書の概要につい
ては、図表５-１）。報告書に盛り込まれた事
項のうち法律改正を要する事項に対応するた
め、障害福祉サービス及び障害児通所支援の
拡充等を内容とする「障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律案」が平成
28年３月１日に閣議決定され、第190回国会
に提出された（法律の概要については、図表
５-２）。

（２）障害者総合支援法の概要

ア　障害福祉サービス
①　 障害種別によらない一体的なサービス提供
　「支援費制度」では、身体障害、知的障害
のある人に対し、障害の種類ごとにサービス
が提供されており、精神障害のある人は「支
援費制度」の対象外となっていたが、「障害
者自立支援法」の施行により、障害の種類に
よって異なる各種福祉サービスを一元化し、
これによって、障害の種類を超えた共通の場
で、それぞれの障害特性などを踏まえたサー
ビスを提供することができるようになった。
　また、平成25年度の「障害者総合支援法」
の施行により、障害福祉サービス等の対象と
なる障害者の範囲に難病患者等が含まれるこ
ととなった。制度の対象となる対象疾病（難
病等）については、当面の措置として、難病
患者等居宅生活支援事業の対象となっていた
130疾病を対象としていたが、難病医療費助
成の対象となる指定難病の検討状況等を踏ま

日々の暮らしの基盤づくり第5章

74



■図表５-１

資料： 厚生労働省

障害者総合支援法施行３年後の見直しについて
（社会保障審議会障害者部会　報告書概要／平成27年12月14日）

１．新たな地域生活の展開

　障害者総合支援法（H25.4施行）の附則で、施行後３年を目途として障害福祉サービスの在り方等について検討を加え、その結果
に基づいて、所要の措置を講ずることとされている。これを受けて、社会保障審議会障害者部会で平成27年４月から計19回にわたり
検討を行い、今後の取組についてとりまとめた。（次期通常国会に関係法律の改正案を提出予定）

（１）本人が望む地域生活の実現
○　障害者が安心して地域生活を営むことができるよう、地域生活支援拠点の整備を推進（医療との連携、緊急時対応等）。
○　知的障害者や精神障害者が安心して一人暮らしへの移行ができるよう、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解
力・生活力等を補う支援を提供するサービスを新たに位置付け。
　あわせて、グループホームについて、重度障害者に対応可能な体制を備えたサービスを位置付け。また、障害者の状態とニーズ
を踏まえて必要な者にサービスが行き渡るよう、利用対象者を見直すべきであり、その際には、現に入居している者に配慮すると
ともに、障害者の地域移行を進める上でグループホームが果たしてきた役割や障害者の状態・ニーズ・障害特性等を踏まえつつ詳
細について検討する必要。
○　「意思決定支援ガイドライン（仮称）」の作成や普及させるための研修、「親亡き後」への備えも含め、成年後見制度の理解促進
や適切な後見類型の選択につなげるための研修を実施。

（２）常時介護を必要とする者等への対応
○　入院中も医療機関で重度訪問介護により一定の支援を受けられるよう見直しを行うとともに、国庫負担基準について重度障害者
が多い小規模な市町村に配慮した方策を講ずる。

（３）障害者の社会参加の促進
○　通勤・通学に関する訓練を就労移行支援や障害児通所支援により実施・評価するとともに、入院中の外出に伴う移動支援につい
て、障害福祉サービスが利用可能である旨を明確化。
○　就労移行支援や就労継続支援について、一般就労に向けた支援や工賃等を踏まえた評価を行うとともに、就労定着に向けた支援
が必要な障害者に対し、一定の期間、企業・家族との連絡調整等を集中的に提供するサービスを新たに位置付け。

２．障害者のニーズに対するよりきめ細かな対応

（１）障害児に対する専門的で多様な支援
○　乳児院や児童養護施設に入所している障害児や外出が困難な重度の障害児に発達支援を提供できるよう必要な対応を行うととも
に、医療的ケアが必要な障害児への支援を推進するため、障害児に関する制度の中で明確に位置付け。
○　放課後等デイサービス等について、質の向上と支援内容の適正化を図るとともに、障害児支援サービスを計画的に確保する取組
として、自治体においてサービスの必要量の見込み等を計画に記載。

（２）高齢の障害者の円滑なサービス利用
○　障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまで支援してきた障害福祉サービス事業所が引き続き支援できるよう、その
事業所が介護保険事業所になりやすくする等の見直しを実施するなど、障害福祉制度と介護保険制度との連携を推進。
○　介護保険サービスを利用する高齢の障害者の利用者負担について、一般高齢者との公平性や介護保険制度の利用者負担の在り方
にも関わることに留意しつつ、その在り方についてさらに検討。

（３）精神障害者の地域生活の支援
○　精神障害者の地域移行や地域定着の支援に向けて、市町村に関係者の協議の場を設置することを促進するとともに、ピアサポー
トを担う人材の育成等や、短期入所における医療との連携強化を実施。

（４）地域特性や利用者ニーズに応じた意思疎通支援
○　障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細かな対応や、地域の状況を踏まえた計画的な人材養成等を推進。

３．質の高いサービスを持続的に利用できる環境整備

（１）利用者の意向を反映した支給決定の促進
○　主任相談支援専門員（仮称）の育成など、相談支援専門員や市町村職員の資質の向上等に向けた取組を実施。

（２）持続可能で質の高いサービスの実現
○　サービス事業所の情報公表、自治体の事業所等への指導事務の効率化や審査機能の強化等の取組を推進。
○　補装具について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合など、個々の状態に応じて、貸与の活用も可能とする。
○　サービス提供を可能な限り効率的なものとすること等により、財源を確保しつつ、制度を持続可能なものとしていく必要。
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■図表５-２

資料： 厚生労働省

概　要

趣　旨

施行期日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律案（概要）

　障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護
保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支
援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。

平成30年４月１日（２.（３）については公布の日）

１．障害者の望む地域生活の支援
（１）施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に

向けた相談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助）
（２）就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援）
（３）重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする
（４）65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに

相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービス
の利用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応
（１）重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する
（２）保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する
（３）医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする
（４）障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備
（１）補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする
（２）都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要

の規定を整備する
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